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平成27年度第１回（５月）大磯町議会 議会報告会 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（開催日） 

１回目 平成 27年５月 16日（土）保健センター 午前 10時～11時 30分 

２回目 平成 27年５月 16日（土）国府支所   午後 ３時～ ４時 30分 
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議会議員の紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１～ ３ 

 

 議会基本条例について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４～ ５ 

 

 議会報告事項（１）平成 27年度予算のおもな審査内容   ・・・・・・６～ ８ 

 

 議会報告事項（２）介護保険条例の改正について ・・・・・・・・・   ９ 
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平成27年度第１回（５月）大磯町議会　議会報告会資料

町条例定数 14人
現議員数 13人
任期 平成23年７月16日～平成27年７月15日

議席
番号

役職・所属委員会 所属政党
当選
回数

議席
番号

役職・所属委員会 所属政党
当選
回数

議席
番号

役職・所属委員会 所属政党
当選
回数

16
おくつ　かつこ

奥　津　勝　子
議長
福祉文教常任委員会委員

公明党 ３回

10
たけうち　えみこ

竹　内　恵美子
監査委員
福祉文教常任委員会委員

無所属 ３回

副議長
総務建設常任委員会委員
議会運営委員会委員

無所属 ３回

氏　名

氏　名

氏　名

議会議員の紹介（議員名簿）

１
たかはし　ひでとし

高　橋　英　俊

議長

副議長

監査委員（議会選任）

1



議席
番号

役職・所属委員会 所属政党
当選
回数

８
たかはし　ふみこ

髙　橋　冨美子

福祉文教常任委員会委員長
議会運営委員会委員
議会だより編集委員会副委員長
大磯町民生委員推薦会委員
(福祉文教常任委員会委員長として委嘱）

無所属 １回

７
よしかわ　しげお

吉　川　重　雄
総務建設常任委員会副委員長
議会運営委員会委員長

無所属 ３回

６
かたの　てつお

片　野　哲　生

福祉文教常任委員会副委員長
議会運営委員会委員
議会だより編集委員会委員

無所属 １回

５
さかた　ようこ

坂　田　よう子

福祉文教常任委員会委員
議会運営委員会副委員長
議会だより編集委員会委員長
農業委員会委員

無所属 ４回

３
わたなべ　じゅんこ

渡　辺　順　子

総務建設常任委員会委員長
議会運営委員会委員
大磯町都市計画審議会委員
(総務建設常任委員会委員長として委嘱）

無所属 ３回

総務建設常任委員会委員
議会だより編集委員会委員
農業委員会委員

公明党

氏　名

議会議員名簿

１回２
にのみや　かずこ

二　宮　加寿子
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議席
番号

役職・所属委員会 所属政党
当選
回数

15
しみず　ひろこ

清　水　弘　子 福祉文教常任委員会委員 無所属 ６回

13
すずき　きょうこ

鈴　木　京　子
総務建設常任委員会委員
議会運営委員会委員

日本
共産党

４回

５回

12
せき　たけくに

関　　　威　國
総務建設常任委員会委員
議会だより編集委員会委員

無所属 １回

９

11
みさわ　たつお

三　澤　龍　夫
総務建設常任委員会委員
議会だより編集委員会委員

無所属

議会議員名簿

氏　名

3
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（町長と議会との関係） 

① 一般質問における論点・争点を明確にす

るための一問一答方式の実施 

② 議員質問の論点、争点を確認するための

反問権の付与 

③ 議会で追加した議決する事項の提案 

④ 重要な政策や議案の議会への説明義務 

大磯町議会基本条例における町民との協働によるまちづくり 

【委員会・協議会】 

議案、請願・陳情などの審査、町長からの

重要事項の報告など 

〇議会運営委員会   〇議員全員協議会 

〇総務建設常任委員会・協議会 

〇福祉文教常任委員会・協議会 

〇議会だより編集委員会 

〇予算（決算）特別委員会   など 

（平成 2６年中に委員会を４９回・協議会 

を２９回・勉強会を１２回開催）  

 

【一般会議など意見交換の場】 

 町内で活動している団体等と意見交換 

     （平成 2６年中に１回開催）  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町町    民民  

 

町町    長長  
 

議議    会会  

（町民と議会との関係） 

① 会議の原則公開による 

町民の議会活動参加の推進 

② 積極的な情報の公開・提供 

③ 町民との意見交換のための一般会議の実施 

④ 多様な町民意見を聴くための議会報告会の開催 

⑤ 請願・陳情における町民意見を聴く機会の設定 

（議会におけるルール） 

① 議会で議決をする事項（※）の追加 

② 議員同士の討議の充実による議会意思の決定等 

③ 各種委員会の設置や参考人・公聴会制度の活用 

④ 議会事務局の体制整備等による政策形成支援 

⑤ 議会独自の視点による議会広報の充実 

⑥ 議員の研修及び政策研究の充実 

⑦ 町民の代表者としての議員の政治倫理 

※条例の制定改廃・予算・決算の認定・契約・財産の取得等 

二元代表制 

選挙 選挙 

二元代表制とは 

現在の地方自治においては、議員と町長

をともに町民が選挙で選ぶ制度がとられ

ており、町民を代表する両者により、相

互の抑制と均衡による緊張関係を保ちな

がら町政が運営されることをいいます。 

【議会報告会】 

 議会の活動等をご報告し、町民の 

皆様からご意見をいただく場として 

開催  （平成 2６年中に４回開催）  

 

 

 

 

★女性議員が占める割合は全国１位 

（議会議員 14名中８名が女性議員） 

 

★議会改革度調査（早稲田大学マニフェ

スト研究所が全国の都道府県・市町村

議会を対象とした調査）で、201３年

のランキングは 

全国で 1４位（町村では１位） 

 

★現在の議員の任期は 

平成 23年７月 16日から４年間 
【定例会・臨時会】 

 議案の審議・採決など 

議場で行い、ＳＣＮでテレビ放映している。 

       （平成 2６年中に 1９回開催）  

 

大磯町議会の紹介 

 

４ 



条例の重要項目

前  文 　議会は町民の代表機関、町政の立案・決定・監視、町
民と協働のまちづくりの推進、議会活動の説明責任を果
たす公正で透明、開かれた議会を構築する
　本条例の議会運営のルールを遵守・実践し、町民から
信頼され存在感のある豊かな議会を築くため不断の努力

第１条
（目的）

　開かれた議会で議事機関としての役割を果たす、町民
の福祉の向上と豊かなまちづくりの実現に寄与

第２条
（議会の使命）

　町政の監視、政策立案の決定・推進

第３条
（議会の活動原則）

　町民を代表する議事機関、透明性等を重んじた開かれ
た議会、町民参加と協働

第４条
（議員の責務）

　自由な討論の推進、町民要望等の的確な把握、能力を
高め町民の代表としての活動

第５条
（町民と議会の関係）

　本会議等の公開、情報の公開・提供、一般会議、請願･
陳情は政策提案、議会報告会

第６条
（町長と議会及び議員
の関係）

　質疑応答は論点・争点を明確にする一問一答方式、町
長等反問権

第７条
（重要政策の審議等）

　町長等は重要な政策提案前に政策決定過程から将来コ
ストなど７項目の情報提供

第８条
（議会の議決事件）

　まちづくり基本計画、町出資する法人出資

第９条
（議会における自由討
議の拡大）

　議会は言論の府であることを認識し、議員間の十分な
討議による議会意思の決定等

第10条
（議会の組織）

迅速・柔軟な委員会設置、参考人・公聴会制度の活用

第11条
（政務活動費）

　政務活動費を有効に活用、使途基準に従い適正に執
行、使途の説明責任

第12条
（議会事務局の体制整
備等）

　議会又は議員の政策形成支援、町長等は財政・情報提
供措置

第13条
（議員の研修等）

　議員の研修・政策研究を充実

第14条
（議会広報の充実）

　議会独自な視点から情報公開

第15条
（議員の政治倫理）

　町民の代表者として倫理性を自覚、町民の疑惑を招か
ない行動

第16条
（この条例の性格等）

　議会運営に関する最高規範、不断に見直し必要な措置

　大磯町議会基本条例の全文をはじめ、議会活動については町ホームぺージ「大磯町議会」をご確認ください。

　編集・発行：大磯町議会事務局　TEL  0463-61-4100(内線281・292)　FAX  0463-61-1991

   http://www.town.oiso.kanagawa.jp/gikai/index.html

④政策形成能力の
　向上
　・第２条
　・第５条
　・第７条
　・第８条
　・第９条
　・第13条

　　附　則　　平成21年11月1日から施行

大磯町議会基本条例の概要

条文の概要

①情報公開による
　透明性の確保
　・前文
　・第３条
　・第５条
  ・第11条
　・第14条
　

②町民参加と協働
　・前文
　・第３条
　・第５条
  ・第10条

③議員間の自由討
　議と反問権
　・第４条
　・第６条
　・第９条

5 



地方分権が進む中で、町の自己責任・自己決定の範囲が拡大し、二元代表制 

の一翼である議会が担う意思決定機関、行政の監視機関としての役割と責任は、

これまで以上に重要となってきています。 

このため、大磯町議会では、議会の役割と活動の指針を明らかにし、町民の参

加と協働を推進するため、大磯町議会基本条例を平成２１年１１月１日に施行 

しました。 

この条例は大磯町議会の最高規範であり、条例に定める議会運営のルールを 

遵守し、実践することによって、町民福祉の向上と持続的で豊かなまちづくり 

の実現に寄与することを目的としています。 

大 磯 町 議 会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

～ 議会の役割 ～ 
 



議会報告会
平成27年 5月 16日 (土 )

― プログラム ー

1.平成27年度予算審査の主な内容

2.介護保険条例の改正

3.意見交換

皆さんからの税金
(自 主財源)

個人・法人町民税
固定資産税
基金からの繰入金
公共施設使用料

国・県から入るお金
(依存財源)

借りるお金
町債

円 地方交付税

その他
地方譲与税
消費税交付金など

町税収入

⑥

平成 27年度 予算審査 の主な内容

1.財政運営について

2.主な予算審査内容について
・支援教育推進事業

・都市交通推進事業

・リサイクルセンター整備

・再生可能エネルギー等導入推進事業

・放課後子どもプラン         、

・自転車駐車場解体事業

②

1.財政運営について

平成27年度予算歳入歳出額
|||111、 |■ ■■ ■、1■■■|||||(5.90/o)

○―般会計     96億 6,000万 円(2.096)
0特別会計

国民健康保険事業 45億 1,600万円(11.6%)
後期高齢者医療   7億 71200万 円(1.6%)
介護保険事業   29億 1,400万円(11.7%)
下水道事業    17億 2,100万 円( 7.4%)

*1万 円未満は四捨五入()は前年度対比

民

tt置 は進の経費

適PA'河

"1・

公目
整籠警0た めl.

12修2.540万 円

轟
=■

酵ニ
12健 4、 297万 円  |

高齢者・障がい者・子ども

衛 生 費

予防接種・ごみ処理

教育費
学校・生涯学習

土木費
道路・河川・公園

総務費
計画推進・人件費

消防費
救急救命・消防車購入

その他
議会費・災害復 旧・商エ



繰出金

介護保険事業

11蟷

蟷

｝

靡

”

後期高齢者医療

I塚 核蟷
議会による事務事業評価

1.支援教育推進事業

福祉文教常任委員会選択

2.都市交通推進事業

総務建設常任委員会選択 ヽ

都市交通推進事業

27年度予算 1960万8000円

福祉有償運送車両

t∵

支援教育推進事業
(支援員数)

H261「′責 H271「 1責

大磯小学校 7人 8人

国府小学校 5人 9人

大磯中学校 4人 4人

国府中学校 3A 3人

計 19人 24人

27年度予算2377万4000円

リサイクルセンター整備事業

建設整備費用

運営費用 351

整備内容
1.ごみ処理施設等の解体
2.容リプラロペットボトル処理施設
3.積み替施設

スケジュール

建設スケジュール H27 H28 H29 H30～ 49

ごみ処理施設等解体 躙
リサイクルセンター

建設工事 魃
リサイクルセンタニ

運用開始 鰊



再生可能エネルギー等導入推進事業

工事費 口設計  1■■■111■ ,

(県補助金1300万 円)

5KW太 陽光発電

10KW蓄電池

放課後子ども総合プラン

事業費 〔,74フ,4●●寺:'f

・学童保育と放課後子ども教室の一体化
。「放課後子ども総合プラン連絡調整会議」で検討

学童保育

日・祝を除く毎日

放課後子ども教室

磯小 30回 国小

夏休み複数回 ´

自転車駐車場解体事業

解体工事の設計委託料  お 011,:幸

建築年次 :昭和56年 12月

(新耐震基準に満たない建築物 )

至二宮   東海道本線    至平塚



第6期介護保険について
(平成27年～平成29年 )

●保険料の負担区分 (改正後 )

要支援・要介護認定者数の推移

基金取り崩し等の推移

●利用料の変更

保険料の負担区分 (改正後)

年願保織科墨筆頭
66、 000R X(al

※負担区分を10段離から13段階に変更

基金取り崩し等の推移
7:歯

`:基

準機、

'議
:=鉄 率準貴、基金重摯 (讀筆

"柑
ネ :・ Ft二■

計渕
H15ヽ H17

(燿 2期
'

H18ヽ 理Ю

tS 3翔 )

理 1ヽH,3

1籍 4■ 1

L・4ヽ H26

1筆 もコ1

HC,ヽ ■口0

(撻

`嘲
:

孵 1堪輸

(H宣9

メ
=奪

■蔭事ヽ ☆

長冷|1収ス

■書籠

口「塞奎や0し 騨

ヨ,減 ,マ薇t全

"

'■

奎 ヽ2

17tび ■121.f景薇卜の「 ;4神
'る

た0}「 投 入さなう財諄

要支援・要介護認定者数の推移

薔i古 朗

日前期

24=  25年   26年  27年  23年  29年  30年

③

利用料の変更

④ 介護予防事業利用料
(現行)        改正案

・ ―律 300円
通所型介護予防事業

300円
。  (現 行どおり)

介護予防普及啓発事業

無 料

⑤

二
響
り



番号 分　　野 内容・テーマ 報告会場 意見・提言・要望等 町からの回答

1
教育・子
育て

支援員の適
正配置

保健センター

　大磯小学校には７人の支援員が配置されているが４
人が支援級への配置のため、残りの３人を１年生に１
人、２年生に１人、全体に１人の配置としている。文
部科学省は通常級の支援が必要な子ども数を6.5％と
報告しており、大磯小学校では１学年あたり９人が該
当することになる。支援員数を充実させるとともに、
学校内での先生と支援員の協力関係の充実を望む。

　教育支援員の配置につきましては、支援級在籍の児童・生徒の人数・状態及び通常級に
在籍する特別な教育的支援を必要とする児童・生徒の人数・状態等に照らし、学校の現状
に基づいた適正な人数を考慮して配置をしています。平成26年度は両小学校とも教育支
援員を増員し、また、勤務時間を増やして校内での教員と教育支援員の打合せ時間を確保
することで、より充実した協力体制が取れるようにしました。

2 生活環境
生活交通バ
スの見直し

国府支所
　生活交通バスを見るとほとんど人が乗っていない印
象がある。町は、費用対効果でどのくらいを狙ってい
るのか。

3 生活環境
生活交通バ
スの見直し

国府支所
　子どもの通学や高齢者の通院など、一律のバスで対
応すること自体が何か無理な気がする。分けて考える
べきではないか。

4 生活環境
生活交通バ
スの見直し

国府支所

　町が存続できるような施策を考えてほしい。人口減
少に対応するにはスマートシティ化が必要だと思う。
生活交通バスの件も住民がバラバラに住んでいるの
で、薄く広くいろいろなことを行わなければならない
が、考え方を変えていかないと町はやっていけなくな
るのではないか。

5 生活環境
地域交通の
充実

国府支所
　地域で地域交通について検討を行っているが、情報
が住民に来ていない。

　赤坂台を含む西小磯東地区の新たな地域公共交通につきましては、平成24年度に町内
会の下部組織として「西小磯東区交通推進の会」が設置され、地域住民が主体となって検
討を進めてまいりました。
　検討の結果、会としましては乗合型デマンドタクシーの導入という結論に達したところ
で、今後は、試験運行に向けて準備を進めることになりますので、その際には、地域住民
の皆様への周知を徹底してまいりたいと考えております。

　町では、利用者が少ない赤字路線であり、神奈川中央交通(株)から撤退の意向が示され
た富士見地区を走る路線バスについて、大磯町地域公共交通会議の意見などを踏まえ、当
該路線を生活交通バスとして維持することで、富士見地区の公共交通を確保することを目
的に、平成24年度から補助を行っております。
　バスの運行につきましては、「一台のバス・一人の運転手」により運行していることか
ら、ダイヤには一定の制約が生じておりますが、「利用しながら見直し、育てていく」と
いう考えの下、地区の皆様にとって、より使いやすくなるよう、運行実績データや地区と
の懇談会を踏まえた見直しを行っております。その結果、平成26年４月のダイヤ改正に
より、利用者及び運賃収入ともに増加しているところです。
　今後は、利用が低調な便についてさらにダイヤ改正を行うなど必要な見直しを行うとと
もに、福祉・教育施策などとも連携を図り、地域住民主体によるデマンド方式の導入など
も視野に、住民団体等への情報提供などを行うことで、持続可能な地域公共交通の確保に
努めてまいりたいと考えております。

平成2６年度　第２回　議会報告会　の意見・提言・要望等
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6 生活環境
ごみの戸別
収集

国府支所

　町は戸別収集を行っているようだが、戸別収集を頼
むには基準以上の介護認定の等級が必要で、費用も１
回あたり2,000円かかると聞くが高いと思う。高齢
者でごみ出しができない人たちをどうしたらよいか、
もっと考えてほしい。

7 生活環境
ごみの戸別
収集

保健センター
　ごみの戸別収集の１人１回、2,000円は高額では
ないか。

8 生活環境
生ごみの資
源化

国府支所
　電動生ごみ処理機と生ごみ処理容器コンポスターの
補助件数は何件か。

　平成25年度の実績は、電動生ごみ処理機の補助件数が８件、生ごみ処理容器コンポス
ターのあっ旋販売件数が32件です。
　電動生ごみ処理機につきましては、平成14年度から補助制度を開始し累計で448件の
補助を行っております。また、生ごみ処理容器コンポスターは、昭和60年度からあっ旋
販売を開始し累計で2,320件を販売しております（いずれも平成27年２月末現在）。
　なお、平成26年度と平成27年度は、生ごみの減量化を進めるため、電動生ごみ処理機
補助制度の補助率を4分の３、補助上限額を６万円に引き上げ、更なる普及に努めており
ます。

9
建設・都
市計画

マリア道整
備

国府支所
　マリア道について、国際学園は道の整備は自分たち
で行うと言ったのだから、町が整備する必要はない。

　マリア道（国府本郷西小磯１号線）の整備につきましては、総合計画にも位置付けた事
業であり、平成23年度より用地取得を進め、一部拡幅整備工事を行っておりますので、
町の道路事業として町が整備を進めているものです。

10
建設・都
市計画

歩道整備 国府支所
　月京の上り線バス停（主要地方道相模原・大磯線）
は、利用者が多く歩道が狭いため危険だ。県の管轄と
思うが官地もあるはず。歩道が広がらないか。

　道路管理者の県平塚土木事務所に、この場所の歩道拡幅の可能性について確認したとこ
ろ、現在の歩道の他に、歩道より一段高くなっている所で花壇のように利用している部分
まで、県道の用地があることが確認できました。
　拡幅に当たっては、花壇として利用している部分が、歩道より一段高くなっていること
から、構造的なことや、工事費用の課題もありますが、地元の意見や意向等を十分に集約
したうえで、県と協議を行っていく必要があると考えております。

　ひとり暮らしの高齢者が増え、ごみを集積場所まで持っていくことが大変困難であると
いう切実な声が寄せられるようになり、廃棄物行政の観点で、平成22年度から対象を限
定したなかでモデル事業として、「高齢者世帯等ごみ収集業務」を実施していました。廃
棄物収集運搬業者による収集のため、車両費や人件費などを勘案して積算した結果、町の
負担は１回2,000円となっております。
　平成27年度からは、新たに地域住民を担い手とした、見守りに重点を置いたごみ出し
支援を予定しており、要支援・要介護の認定者や生活機能の低下が確認できる方を対象と
し、支援者が利用者にお会いして安否確認を行い、受け取ったごみを集積場所まで持って
いく内容となっています。また、自己負担もいただく予定です。平成27年度は支援者の
体制が整った地区から試行的にサービス提供を開始し、平成28年度には町内全域での
サービス提供を予定しております。
　なお、現在行っている廃棄物収集運搬業者による収集は平成27年度末までに終了しま
す。
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11 市民活動
地域会館整
備

国府支所
　西小磯のJR北側に町民が集える場所がない。老人
憩の家までは遠く、会合するにも難しい。何とか考え
ていただけたら有難い。

  町内の24地区には、町所有の地域会館や地区所有の会館が併せて23施設あり、地域の
集会等でご利用いただいております。現在町では、集会所を新たに設置する計画はありま
せんが、この23施設以外にも、地区が独自で集会所を所有し、独自で維持管理している
地域もありますので、所有者の同意が得られる場合には、空き家等を集会所に活用するこ
とも考えられます。
　町も空き家の利用方法などについては、所有権や借家方法など、空き家を活用した事業
を計画していく中で研究してまいります。

12 市民活動
市民活動セ
ンター整備

国府支所

　市民活動を行っているが、町には町民が集い活動す
るための場所がない。平塚市や二宮町など近隣市町に
は市民活動センターがあり、活動の場や印刷機などが
用意されている。大磯町も町民の活動を活発にしてい
く工夫が必要と考えるが、いかがか。

　コミュニティ活動の推進及び支援のひとつである市民活動の拠点整備の考え方ですが、
打合せや団体交流を図るためのスペースの設置につきましては、町の公共施設の空きス
ペースの有効利用が図れるかを、総合的に検証してまいります。

13 市民活動
姉妹都市協
会への協力

国府支所
　町は姉妹都市協会というものをどのように考えてい
るのか。

　大磯町姉妹都市協会は、国内及び海外の諸都市との親善活動などを行う町の外郭団体で
す。
　今年度も引き続き、大磯町姉妹都市協会が実施する事業や活動に対して、支援や協力を
行ってまいります。

14 その他
街路時計の
修繕

国府支所

　ジョンソンから寄贈してもらった国府小学校前の時
計の針が止まっている。馬場公園の時計は新しくなっ
たようだが、町として恥ずかしくないのか。お金が掛
かるなら撤去すべきだ。

　国府小学校前の時計は、所有者の方が県に占用許可の手続きを行ったうえで管理してお
ります。
　所有者の方は撤去する意向とのことですが、時間がかかるとのことですので、撤去する
までの間、時計の盤面が見えないようにしております。
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性　　別

お住まい 　　　１．　　町　　内　（　　　　　　　　　　　　地区　）　　　　　　　２．　　町　　外

　　　１．　学生　　　　　　　２．　会社員　　　　　３．　自営業　　　　　４． 主婦　　

　　　５．　無職　　　　　　　６． その他（　　　　　　　　　　　　　　    ）

■ 　次に、会場名の番号に○をつけてください。

         １．　保健センター　　　          ２．　国府支所　

■　次に、以下の問にお答えください（複数回答可）。

【問１】　　２つの会場の中から、この会場を選ばれた理由をお聞かせください。

【問２】　　議会報告会の開催について、どこでお知りになりましたか。

【問３】　　開催日時について、参加しやすいものはどれですか。

５．　土日・祝日の午後 ６．　土日・祝日の夜

【問４】　　資料はわかりやすかったでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             ご協力ありがとうございました。
　　　　　　　大磯町議会議員一同

　　　　１．　自宅から近い　　２．　勤務先に近い　　３．　交通の便が良い
　　　　４．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご職業

大磯町議会　議会報告会のアンケートのお願い

　今回ご出席いただいた皆様にご意見やご感想をお伺いし、今後、内容の充実に努めていきたいと思いま
すので、アンケートにご協力をお願い申し上げます。

■　最初に、あなたご自身のことについておたずねします。それぞれの項目について、１つずつ
　　 選んで番号に○をつけてください。

　　　　　　　　　１．　　男　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　　女

年　　齢
　　　１．　10歳代　　　　　２．　20歳代　　　　　３．　30歳代　　　　　４．　40歳代

　　　５．　50歳代　　　　　６．　60歳代　　　　　７．  70歳代～

　　　　１．　議会だより ２．　議会ホームページ　 ３．　広報お知らせ版

　　　  ４．　公共施設の案内チラシ ５．　ＳＣＮのテレビ放送 ６．　地区からの案内(回覧含む）

　　　　７．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　１．　平日の午前 ３．　平日の夜２．　平日の午後

　　　　４．　土日・祝日の午前

　　　　７．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　配付資料は　・・・・・・・・　  　 ２．　わかりにくい　　　　　　　　１．　わかりやすい

　　　　議会だよりは　・・・・・・・　　　　　  　１．　わかりやすい ２．　わかりにくい　　　　　　　　

　　　　※ ２とお答えになった方は、その他の欄に、理由や改善すべき点のご記入をお願いします。

■　その他、議会報告会について、ご意見、ご要望、ご提言などありましたらお聞かせください。

■　次に、議会報告会の感想をお聞かせください。

　　　　１．　良かった ３．　良くなかった２．　普通


